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第１章 総則 

（通則） 

第１条 定期制による駐車場の利用に関する事項は、「管理

規程」及びこの定期契約細則（以下、細則という）による。 

（定義） 

第２条 この細則において、用語の意義は、「管理規程」の利

用約款に定めるところによる。 

（契約成立） 

第３条 利用者は、以下条文に掲げられた契約内容と公益

財団法人東京都道路整備保全公社（以下「管理者」とい

う。）が定めた「管理規程」を承認のうえ、所定の申込手続

きを経て駐車場を利用するものとする。 

 （契約車両以外駐車の禁止） 

第４条 利用者は、契約時において申込書に記載した車両

以外駐車させてはならない。ただし、次の各号に掲げる場

合において、あらかじめ所定の手続きを行った場合はこの

限りでない。 

一 車両の買い替え等で入れ替えするときに車両変更届を

提出した場合 

二 車両を修理又は点検整備を要するなど一時的に車両を

変更する必要が生じたときに代車届を提出した場合 

２ 前項第一号の車両変更届を行う場合は、車両検査証等

の当該車両の確認ができるものの写しを提出するものとす

る。 

（住所等の変更） 

第５条 利用者は、その住所・連絡先等を変更したときは、直

ちに変更事項を確認できる公的機関等の発行する証明書

等の写しを添えて管理者に届け出なければならない。 

２ 利用者は、本人確認書類として、法人の場合は発行から

３か月以内の法人の印鑑登録証明書の写し及び担当者の

有効期限内の運転免許証等の身分証明書の写し、個人の

場合は本人の有効期限内の運転免許証等の身分証明書

の写しを提出するものとする。 

第２章 申込 

（新規申込） 

第６条 契約は、利用者と管理者の間において車両ごとに行

うものとする。利用者は、「定期駐車契約申込書」及び契約

車両を特定する公的機関等の発行する次の各号に掲げる

証明書を管理者に提出し承認を受けること。また、本人確

認書類として、法人の場合は発行から３か月以内の法人

の印鑑登録証明書の写し及び担当者の有効期限内の運

転免許証等の身分証明書の写し、個人の場合は本人の有

効期限内の運転免許証等の身分証明書の写しを提出する

ものとする。尚、管理者の発行する定期駐車券をもってこ

の契約の証明書とする。 

一 自動車及び２５０ｃｃ超の自動二輪車は、自動車検査証 

二 前号に掲げる自動車のうち検査対象外軽自動車は、軽

自動車届出済証 

三 ２５０ｃｃ以下の自動二輪車は、標識交付証明書又は軽自

動車届出済証明書 

四 ５０ｃｃ以下の原動機付自転車は、標識交付証明書又は

自動車損害賠償責任保険証明書 

２ 定期駐車契約する際には、次の各号に掲げる場合を除き

２ヵ月分の定期駐車料金を前払いするものとする。 

一 月の途中から定期駐車の利用を開始する場合は、その

月の定期駐車料金を日割り計算した額と２ヵ月分の定期駐

車料金を合わせて前払いするものとする。 

二 契約期間が２ヵ月に満たない場合はその契約期間の定

期駐車料金を前払いするものとする。 

３ 管理者は、前２項に定める手続きが適正に行われたこと

を確認のうえ、定期駐車券を発行する。なお、管理者の発

行する定期駐車券をもってこの契約の証明書とする。 

４ 「保管場所使用承諾証明書」等の証明書発行を必要とす

る場合は、６ヵ月以上の契約を前提として３ヵ月分の定期

駐車料金を前払いするものとする。尚、「保管場所使用承

諾証明書」等の発行に関わる事項は別に定める。 

（割引） 

第７条 利用者は、定期駐車契約において管理者が定めた

割引制度を利用する場合は、事前に所定の申請書を提出

し、管理者の承認を得ることとする。 

２ 割引制度を適用又は解除する場合の定期駐車料金は、

届出日翌月の支払いから変更するものとする。 

第３章 更新・支払・解約 

（契約の更新） 

第８条 契約の更新は、契約期間満了月の 1 ヵ月前までに

利用者又は管理者から、別段の意思表示がなく、かつ次

条に定める手続きにより定期駐車料金の支払いを行うこと

で申込書（継続）の提出を省略し、本契約を自動更新する

ことができるものとする。ただし、別に定めがある場合はこ

の限りでない。 

（更新時の支払方法） 

第９条 利用者は、次項に定める方法により定期駐車料金を

管理者に前払いしなければならない。 

２ 定期駐車料金は、管理者が指定する集金代行会社により

利用者の指定する金融機関口座から自動振替することと

する。尚、指定振替日は毎月２６日（金融機関が休業日に

当たるときは翌営業日）とする。ただし、相当の理由により

これらの方法により難い場合は、管理者の指定する金融

機関口座に、上記指定日までに振込手数料本人負担で振

込まなくてはならない。 

３ 指定振替日にやむを得ない事情により振替不能の場合、

管理者は、翌月分と併せて２ヵ月分を次回指定振替日に請

求するものとする。尚、その振替についても不能の場合、

利用者は、その２ヵ月分の駐車料金を当該月の月末まで

に、管理者の指定する金融機関口座に振込手数料本人負

担で振込むこととする。 

４ 前各項に掲げるほか、管理者が指定する方法がある場合

は別に定める。 

（解約） 

第１０条 定期駐車契約の単位は月単位であり、解約は月末

日とする。 

２ 利用者は、定期駐車契約を解約する場合は契約期間満

了月の前月末までに管理者に申し出ること。 

３ 管理者は、第１項の規定に関わらず、駐車場の廃止、閉

鎖、休止等の理由により月の途中で定期駐車契約を解約

することができる。この場合は日割り計算により当月未利

用分の定期駐車料金を払戻しするものとする。 

（契約途中での解約） 

第１１条 支払済み料金の払戻しについて次の各号に掲げる

ものとする。 

一 利用者の都合により途中解約する場合は、支払済み料

金は払戻ししない。ただし、未使用日数が 1 ヵ月以上ある

場合、月を単位に払戻しする。尚、「保管場所使用承諾証

明書」等の証明書発行をした場合は、いかなる理由があっ

ても払戻ししない。 

二 管理者の都合により契約途中において解約する場合は、

未使用日数に係わる支払済み料金を払戻しする。 

（解約における貸与物の返還） 

第１２条 利用者は、定期駐車券等、契約時に管理者から貸

与を受けたものを解約した時点で直ちに管理者に返還する

こととする。返還が確認できない場合、管理者は、別に定

める所定の違約金を徴収する。 

第４章 雑則 

（改定） 

第１３条 管理者は、利用者に 1 ヵ月以上前より事前に通知

又は駐車場内に掲示した後に、この細則について、改定を

行うことができる。 

（この規程に定めない事項） 

第１４条 この細則に定めのない事項については、管理規程

及び法令の規定に従うものとする。 


